
 

様式第９ 

循環型社会形成推進地域計画目標達成状況報告書 
 

地域名 構成市町村等名 計画期間 事業実施期間 
春日井市 春日井市 平成25年4月1日から 

平成31年3月31日まで 

平成25年4月1日から 

平成31年3月31日まで 
 

１ 目標の達成状況 

（ごみ処理） 

指      標 現状（割合※１） 

（平成23年度） 
目標（割合※１） 

 （令和元年度） A 
実績（割合※１） 

  （令和元年度）   B 
実績/目

標※２ 
排出量 

 

 

事業系 総排出量 

    １事業所当たりの排出量 

家庭系 総排出量 

    １人当たりの排出量 

   19,533 t 

      1.7 t 

   81,115 t 

 262.9 kg/人 

    16,223 t 

     1.5 t 

   77,815 t 

 251.5 kg/人 

(-16.9%) 

(-11.8%) 

(-4.1%) 

(-4.3%) 

  21,503 t 

     2.1 t 

  71,022 t 

228.3 kg/人 

(10.1%) 

(23.5%) 

(-12.4%) 

(-13.2%) 

-59.5% 

 -200.0% 

  305.8% 

  303.5% 
合 計 事業系家庭系総排出量合計   100,647 t       94,038 t (-6.6%)   92,526 t ( -8.1%)   122.9% 

再生利用量 直接資源化量 

総資源化量 
    8,852 t 

   21,499 t 
( 8.8%) 

(20.6%) 
   11,696 t 

   29,711 t 
(12.4%) 

(30.3%) 
 4,817 t 

  16,020 t 
(  5.2%) 

( 17.0%) 
  -98.5% 

  -36.9% 
熱回収量 熱回収量（年間の発電電力量）   30,365 MWh    23,489 MWh   28,439 MWh   
最終処分量 埋立最終処分量     7,617 t ( 7.6%)     5,113 t ( 5.4%)    5,962 t (  6.4%)    52.8% 
※  小数点以下四捨五入の関係で、収支が合わない場合がある。  

※  実績/目標は、端数処理前の数値を用いて計算しているため、表中の数値を用いて計算した結果と異なる場合がある。  

※１ 排出量は現状に対する増減割合、直接資源化量・埋立最終処分量は排出量に対する割合、総資源化量は排出量＋集団回収量に対する割合を記載。  
 ※２ 排出量は実績の割合/目標の割合を記載。再生利用量・最終処分量については、（実績の割合-現状の割合）/（目標の割合-現状の割合）を記載。 

 

（生活排水処理） 

指      標 現 状 

（平成23年度） 
目 標 

 （令和元年度） A 
実 績 

 （令和元年度） B 
実績/目標※

３ 
総人口  308,539 309,453 311,129    ―  

公共下水道 汚水衛生処理人口 

汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率 
194,066 

            62.9 ％ 

203,311 

            65.7 ％ 

204,164 

             65.6 ％ 

   109.2% 

    97.2% 

集落排水施設等 汚水衛生処理人口 

汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率 
0 

               0 ％ 

0 

               0 ％ 

0 

                0 ％ 

      0% 

      0% 

合併処理浄化槽等 汚水衛生処理人口 

汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率 
66,163 

            21.4 ％ 

76,011 

            24.6 ％ 

65,333 

              21.0％ 

    -8.4% 

   -14.3% 

未処理人口 汚水衛生未処理人口 48,310 30,131 41,632     36.7% 
※  汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率の実績/目標は、端数処理前の数値を用いて計算しているため、表中の数値を用いて計算した結果と異なる場合がある。  

※３ （実績の割合-現状の割合）/（目標の割合-現状の割合）を記載 



 

２ 各施策の実施状況 

施策種別 事業 

番号 
施策の名称等 実施主体 施策の概要 事業実施期間 

(事業計画期間) 
施策の実績 

発生抑制、

再使用の

推進に関

するもの 

 

101 ごみの分別・排出方

法についての周知 

春日井市 環境カレンダー、ごみの出し方

便利帳等の作成・配布、ホーム

ページ等による周知を実施し、

ごみと資源との分別を促進す

る。 

平成25年～ 

平成30年 

ごみの出し方便利帳は平成25年

度に、環境カレンダーは毎年全

戸配布を行うことで、ごみの分

別等の周知を継続的に実施する

ことができた。また、平成29年

度からはごみ分別アプリ「さん

あ～る」の配信を開始し、更な

る分別の促進を図った。 

環境カレンダー作成数 

平成25年度～ 

平成28年度 135,150部 

平成29年度～ 

平成30年度 140,000部 

アプリ登録者数 

平成29年度976人 

平成30年度5,704人 

102 副読本の製作・配布 春日井市 小学生に向けた副読本を製作

・配布し、ごみ減量と分別意識

を培う。 

平成25年～ 

平成30年 

小学生向け副読本の配布等を継

続して実施し、幼少期における

ごみ減量と分別意識を向上させ

た。 

副読本発行数 

平成25年度3,500冊 

平成26年度3,400冊 

平成27年度3,300冊 

平成28年度3,400冊 

平成29年度3,250冊 

平成30年度3,250冊 

103 青空教室の実施 春日井市 小学４年生対象の社会科の授

業として、ごみ処理の状況やご

みの減量、リサイクルの必要性

等にまとめた副読本を用いて、

環境教育を実施する。 

平成25年～ 

平成30年 

市内小学校において、パッカー

車を用いた青空教室（ごみの分

別に関する授業）を継続的に実

施し、幼少期におけるごみ減量

と分別意識を向上させた。 



 

青空教室実施数 

平成25年度～平成27年度 38校 

平成28年度～平成30年度 37校 

 
104 出前講座、排出指導

の推進 

春日井市 出前講座や集合住宅向け排出

指導を実施し、ごみの分別・排

出方法の周知を含め意識の向

上を図る。 

平成25年～ 

平成30年 

希望団体に向けた出前講座や集

合住宅居住者への排出指導を実

施することで、ごみの分別・排

出方法を周知し、ごみ出しマナ

ーの向上を図った。 

 
105 リサイクル講座の開

催 

春日井市 生ごみのたい肥化や不用品を

活用したリサイクル工作等の

各種講座を開催し、市民の自発

的な行動を支援する。 

平成25年～ 

平成30年 

生ごみ堆肥化講座の開催や市民

団体が実施するぼかしづくり等

の講座を支援した。 

生ごみ堆肥化講座開催数 

平成26年度～平成30年度 

各年度４回 

 
106 リサイクル情報の提

供 

春日井市 リターナブル容器、詰め替え商

品等の購入や、再生資源を原料

として再製品化されたリサイ

クル品の積極的な利用を促進

する。 

平成25年～ 

平成30年 

ごみの出し方便利帳等でリデュ

ースの取り組みとして啓発を実

施した。 

 
107 資源回収団体に対す

る奨励金の交付 

春日井市 子供会等の資源回収団体に対

する奨励金の交付を継続し、ご

みの減量化、資源の有効利用の

推進を図る。 

平成25年～ 

平成30年 

資源回収団体への奨励金の交付

を継続的に実施することでごみ

の減量化と資源の有効利用を推

進することができた。 

資源回収団体奨励金交付団体数 

平成25年度192団体 

平成26年度185団体 

平成27年度179団体 

平成28年度171団体 

平成29年度163団体 

平成30年度156団体 



 

 
108 リサイクル活動の支

援 

春日井市 個人や団体で取り組む新たな

リサイクル活動のアイディア

を募集し、優れた提案に対して

支援を実施する。 

平成25年～ 

平成30年 

フードバンク活動に取り組む団

体を３Ｒ推進事業所として認定

することで活動を支援した。 

 
109 生ごみダイエット 春日井市 水きり方法やグッズの紹介、食

べ残しが出ないような工夫等

をホームページや広報等で啓

発することで、生ごみの削減を

推進する。 

平成25年～ 

平成30年 

水切りの重要性について市内全

世帯を対象に配付している資源

・ごみの出し方便利帳に掲載す

るとともに、小学校の授業の中

で啓発した。また、生ごみ減量

ガイドブックを作成し、配布し

た。 

生ごみ減量ガイドブック配布数 

平成27年度 2,200部 

平成28年度～平成30年度 

3,000部 

 
110 家庭用生ごみ処理機

の購入費補助 

春日井市 家庭用生ごみ処理機の補助に

加えて、対象機器の見直しを行

い、より一層の生ごみ削減を推

進していく。 

平成25年～ 

平成30年 

家庭用生ごみ処理機購入の補助

を継続的に行い、生ごみ削減に

一定の効果があった。また、対

象機器の見直しについて調査・

研究を行った。 

家庭用生ごみ処理機購入費補助

件数 

平成25年度22件 

平成26年度44件 

平成27年度40件 

平成28年度30件 

平成29年度29件 

平成30年度40件 

 
111 マイバッグ、マイ箸、

マイボトルの活用促

進 

春日井市 レジ袋の使用を抑制するため

の買物用マイバッグ持参や、割

り箸の使用を削減するための

マイ箸持参の取組み等を促進

していく。 

平成25年～ 

平成30年 

スーパーマーケット等事業者と

レジ袋削減に関する協定を締結

し、レジ袋削減とともにマイバ

ッグの利用を促進した。 

レジ袋削減に関する協定締結事

業者及び店舗数 



 

平成25年度21事業者73店舗 

平成26年度20事業者72店舗 

平成27年度18事業者65店舗 

平成28年度15事業者54店舗 

平成29年度15事業者53店舗 

平成30年度14事業者29店舗 

 
112 資源用指定袋の導入 春日井市 更なる分別の推進、資源化物の

品質向上を図るために、新たに

資源用指定袋の導入を検討す

る。 

平成25年～ 

平成30年 

平成25年度にプラスチック製容

器包装の指定袋を導入し、資源、

ごみの分別推進ができた。また、

指定袋導入にあわせて分別方法

の啓発を行うことで資源化物の

品質向上を推進した。 

 
113 事業系ごみの検査・

指導 

春日井市 産業廃棄物や市外ごみの持込

等の不適正な搬入に対応する

ために、クリーンセンターにお

ける搬入時の検査及び指導を

行い、排出事業者に対し積極的

に排出抑制、分別の徹底を促し

ていく。 

平成25年～ 

平成30年 

クリーンセンターでごみの搬入

検査及び指導を継続的に実施し

た。 

 
114 多量排出事業者指導 春日井市 事業活動に伴い多量の廃棄物

を排出する事業者に対し、ごみ

の減量化・資源化のための計画

書の策定や適正処理等の指導

を実施する。 

平成25年～ 

平成30年 

個別事業者に対して、適正処理

の指導を実施した。 

 
115 家庭系ごみの有料化

の調査検討 

春日井市 家庭系ごみ処理に必要な費用

について、ごみの種類や量に応

じた、適正で公平感のある費用

負担方法についての調査・研究

を進める。 

平成25年～ 

平成30年 

先進的な取り組みを行っている

市町村を視察し、収集体制や移

行方法など課題、問題点の把握

をしながら、引き続き、ごみ処

理に必要な費用負担について情

報収集に努めた。 



 

 
116 家庭系ごみ処理手数

料の適正化 

春日井市 自己搬入者に対して、ごみ処理

費用の一部負担を求め、ごみ排

出抑制を推進するため、毎年

度、ごみ処理コストの算出を行

い、近隣市町村の状況を調査

し、必要に応じて改定を行う。 

平成25年～ 

平成30年 

自己搬入者に対して、ごみ処理

費用の一部負担を求め、ごみ排

出抑制を推進した。 

 
117 事業系ごみ処理手数

料の適正化 

春日井市 ごみ処理費用の適正な負担を

求め、市外ごみの持込みを防止

するため、毎年度、ごみ処理コ

ストの算出を行い、ごみ処理 

手数料の適正化を検討し、必要

に応じて改定を行う。 

平成25年～ 

平成30年 

平成23年度から平成25年度にか

けて段階的に改定後の手数料ま

で引き上げを実施した。 

 
118 生活排水汚濁負荷削

減対策の啓発強化 

春日井市 生活排水の汚濁負荷量削減に

資する各種啓発活動の強化を

図る。 

平成25年～ 

平成30年 

合併処理浄化槽による生活排水

処理対策の有用性について、市

の環境イベント、広報、ホーム

ページ等で啓発を実施した。 

処理体制

の構築、変

更に関す

るもの 

21 家庭系ごみの分別区

分の変更 

春日井市 平成25年4月1日から家庭系ご

みのプラスチック容器包装類

や金属類・小型家電の分別収集

を実施する。 

平成25年～ 

平成30年 

プラスチック製容器包装類の分

別回収を平成25年４月から市内

全域で実施した。同時期に金属

類（小型家電含む）の分別回収

も開始した。 

 22 資源受入態勢の拡充 春日井市 資源を常時受け入れできる場

所を提供するため、公共施設や

民間施設におけるリサイクル

ステーションの設置を進める。 

平成25年～ 

平成30年 

市役所に携帯電話等の小型家電

を受け入れできる箱を設置し

た。 

 23 ごみの収集回数の見

直し 

春日井市 プラスチック製容器包装等の

新たな資源分別収集開始に伴

い、モデル地区での検証結果に

基づき、ごみの収集回数を変更

していく。 

平成25年～ 

平成30年 

平成25年度の新たな資源分別収

集に伴い、ごみの収集回数を変

更した。 

 24 焼却灰リサイクルの

推進 

春日井市 焼却灰をセメント原料として

リサイクルすることにより、最

終処分場の延命と資源の有効

利用の推進を図る。 

平成25年～ 

平成30年 

焼却灰をセメント原料としてリ

サイクルし、最終処分場を平成

28年度まで延命化することがで

きた。 



 

 25 合併処理浄化槽への

切替 

春日井市 公共下水道事業認可区域外に

ついては合併処理浄化槽の整

備や、単独処理浄化槽及び汲み

取り便槽から合併処理浄化槽

への転換を進めていく。 

平成25年～ 

平成30年 

合併処理浄化槽への切替啓発及

び補助金制度の説明を市の環境

イベント、広報、ホームページ

等で行った。 

処理施設

の整備に

関するも

の 

1 新最終処分場整備事

業 

春日井市 現内津最終処分場の残余容量

を勘案しつつ、次期最終処分場

の整備にあたっては、現最終処

分場と同規模以上の埋立容量

を確保するとともに、高度な水

処理等を導入し、自然環境の保

全に努める。 

平成26年～ 

平成28年 

平成26年度から平成28年度の3

か年で新最終処分場を整備し

た。現最終処分場以上の容量を

確保し、水処理の状態も良好で

ある。 

 2 し尿・浄化槽汚泥高

度処理施設基幹的設

備改良事業 

春日井市 本市のし尿処理施設は、稼働か

ら25年を経過しており、各設備

の老朽化が懸念されることか

ら、施設の延命化を行い、今後

も適正処理の継続を図る。 

平成28年～ 

平成30年 

平成28年度から平成30年度の3

か年で基幹的設備改良を実施

し、施設の延命化が図れた。 

 3 合併処理浄化槽整備

推進事業 

春日井市 合併処理浄化槽の設置及び単

独処理浄化槽及びくみ取り便

槽からの転換について補助金

を交付。 

平成25年～ 

平成30年 

補助金交付実績 

平成25年度172基 

平成26年度217基 

平成27年度288基 

平成28年度247基 

平成29年度223基 

平成30年度219基 

施設整備

に係る計

画支援に

関するも

の 

31 1の実施設計等調査

事業 

春日井市 新最終処分場整備事業に係る

実施設計等調査事業を実施 

平成25年～ 

平成25年 

新最終処分場整備事業に係る実

施設計等調査事業を実施した。 

 32 2の発注支援事業 春日井市 し尿・浄化槽汚泥高度処理施設

の基幹的設備改良事業に係る

発注支援事業を実施 

平成27年～ 

平成27年 

し尿・浄化槽汚泥高度処理施設

の基幹的設備改良事業に係る発

注支援事業を実施した。 



 

その他 41 廃家電のリサイクル

に関する普及啓発 

春日井市 特定家庭用機器再商品化法（家

電リサイクル法）に関する啓発

の実施 

平成25年～ 

平成30年 

ごみの出し方便利帳やホームペ

ージ等で啓発を実施した。 

 42 不法投棄対策 春日井市 パトロールや監視、立入検査の

実施等による不法投棄防止の

監視・指導体制の強化 

平成25年～ 

平成30年 

監視カメラの設置や早朝・夜間

パトロールを実施した。 

 43 災害時の廃棄物処理

体制の整備 

春日井市 災害廃棄物処理の相互扶助体

制整備 

平成25年～ 

平成30年 

他市及び他団体との災害相互応

援に関する協定を継続した。平

成30年度に災害廃棄物処理計画

を策定した。 

 

 

３ 目標の達成状況に関する評価 

【ごみ処理】 

〇排出量 

 目標の94,038ｔに対して実績は92,526ｔであり、目標を達成できた。平成25年度から分別を変更し、新たにプラスチック製容器包装及び小

型家電を含む金属類を資源として収集開始したことが結果につながったものと考えられる。事業系ごみについては、目標の16,223ｔに対して

実績は21,503ｔであり、目標を達成できなかった。 

〇再生利用量 

 目標の29,711ｔに対して実績は16,020ｔであり、目標を達成できなかった。 

〇熱回収量 

 目標の23,489MWhに対して実績が28,439MWhであり、目標を達成できた。 

〇最終処分量 

 目標の5,113ｔに対して実績が5,962ｔであり、目標を達成することができなかった。 

 

【生活排水処理】 

公共下水道は、目標の203,311人（65.7%）に対して、実績は204,164人（65.6%）であり、普及率は目標をわずかに下回ったものの概ね計画

通り整備が進んでいる。合併処理浄化槽等は、目標の76,011人（24.6%）に対して、実績は人65,333人（21.0%）であり、目標を達成できなか

った。未処理人口は、減少しているものの目標30,131人に対して、実績41,632人と目標を達成できなかった。 

 

なお、目標が達成できなかった項目については、目標が達成できなかった要因及び目標達成向けた方策について改善計画書を作成する。 

 

 

 



 

 

（都道府県知事の所見） 

 

【ごみ処理】 

 

 排出量のうち、家庭系総排出量及び事業系家庭系総排出量合計については目標を達成している。これは、平成25年度から分別方法を変更し、

新たにプラスチック製容器包装及び小型家電を含む金属類を資源として収集開始したことで家庭系総排出量が減少したことなどが考えられ

る。 

 熱回収量（年間の発電電力量）については目標を達成している。これは、ごみの排出量は減っているが、ごみ焼却施設の適切な維持管理が

要因と考えられる。 

事業系の総排出量、１事業所当たりの排出量、再生利用量及び最終処分量が目標を達成できていない。これらの目標を達成できなかった項

目については、循環型社会形成推進地域計画改善計画書に記載する。 

発生抑制、再使用の推進に関する施策では、積極的に普及啓発活動に取り組む等、概ね計画のとおりに実施されたものと考える。処理施設

の整備に関する施策は、計画のとおりに整備され、安定した稼働が確認できる。その他の施策についても、計画どおり実施されている。 

目標を達成した項目については、循環型社会が更に進展するよう取り組んでいただきたい。 

 

【生活排水処理】 

 

公共下水道については、概ね計画通りに整備が進んでおり、処理人口及び普及率共に着実に向上している。 

 合併処理浄化槽等については、人口・普及率共に増加目標としていたが、実績では人口・普及率共に減少していた。その一因として、公共

下水道への切り替えが考えられる。浄化槽整備区域における単独処理浄化槽又は汲み取り便槽からの転換促進が今後の課題である。 

 未処理人口については、目標を達成できなかったものの、確実に減少している。 

 今後においては、社会情勢を踏まえた目標設定のうえ、交付金等も活用しながら未処理人口の減少に向けて、引き続き生活排水処理施設の

整備の推進に取り組んでいただきたい。 

 

 


